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平成 21 年独占禁止法改正法の成立 

 平成 21 年 6 月 3 日に独占禁止法の改正法案（21 年改正法案）が参議院で

可決され、6 月 10 日に公布されました。改正法案は平成 21 年 2 月 27 日に国

会に提出されたもので、衆参両院とも原案通り可決されています。 

 すでに 21 年改正法案についてお知らせしたとおり、公取委の発表におい

て改正の骨子として挙げられているのは、「1.課徴金制度等の見直し」、「2.
不当な取引制限等の罪に対する懲役刑の引上げ」、「3.企業結合規制の見直

し」、「4.その他所要の改正」です。これらの点についての詳細な解説は、

「平成 21 年独占禁止法改正法案の国会提出」をご参照ください。法案は原

案通り可決されていますので、これらの点についての説明は今回の改正法に

ついてそのまま妥当します。 

 衆議院、参議院とも附帯決議があります。改正法の附則が審判手続きにつ

いて平成 21 年度中に検討を行い、所要の措置を講ずるものと規定している

ことに関し、附帯決議は、現行制度を存続することや、平成 17 年改正以前

の事前審判へ戻すことがないように制度を抜本的に変更することを要求して

います。さらに参議院の附帯決議においては、不公正な取引方法についてガ

イドラインの作成等による構成要件の明確化、外国企業の企業結合や国際カ

ルテルに関する規制の実効性の確保を特に要請しています。 

 施行期日はまだ確定していませんが、平成 22 年 1 月 1 日または 4 月 1 日と

いう案が有力です（事業者団体の設立の届出制度の廃止等一部の改正につい

ては、本年 7 月 10 日から施行されます）。これから施行期日までの間にガイ

ドラインの案等が公表され、パブリック・コメントに付される予定です。  
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